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●
支
援
内
容

　

デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
「
の
り
愛

く
ん
」
お
試
し
乗
車
券
10
枚
又
は

筑
西
市
広
域
連
携
バ
ス
・
地
域
内

運
行
バ
ス
共
通
お
試
し
乗
車
券
10

枚
を
交
付
し
ま
す
。

●
対
象

　

筑
西
市
に
お
住
ま
い
の
人
で
、

平
成
30
年
３
月
１
日
以
降
に
所
有

す
る
す
べ
て
の
運
転
免
許
を
自
主

返
納
し
た
人

●
申
請
手
続

① 

免
許
セ
ン
タ
ー
、
警
察
署
、

交
番
な
ど
で
免
許
返
納
手
続
を
行

運
転
免
許
自
主
返
納
を
さ
れ
る
人
へ

　
高
齢
者
な
ど
の
運
転
免
許
自
主
返
納
に
対
し
、
デ
マ
ン
ド
タ
ク

シ
ー
「
の
り
愛
く
ん
」
お
試
し
乗
車
券
又
は
筑
西
市
広
域
連
携
バ

ス
・
地
域
内
運
行
バ
ス
共
通
お
試
し
乗
車
券
を
交
付
し
ま
す
。

っ
て
く
だ
さ
い
。

※「
運
転
免
許
の
取
消
し
通
知
書
」

又
は
「
運
転
経
歴
証
明
書
」
を
受

け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

② 

筑
西
市
役
所
本
庁
4
階
企
画

課
（
取
扱
時
間
：
平
日
の
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
）
で
申

請
手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。（
返

納
日
か
ら
１
年
以
内
）

●
持
参
品

　

印
鑑
と
「
運
転
免
許
の
取
消
し

通
知
書
」
又
は
「
運
転
経
歴
証
明

書
」

問
企
画
課
（
本
庁
４
階
）
☎
24

−

２
１
９
７

国
民
年
金
保
険
料
に
は「
納
付
猶
予
制
度
」

が
あ
り
ま
す

（
平
成
30
年
３
月
か
ら
）
④
学
生

証
又
は
在
学
証
明
書
（
学
生
納
付

特
例
申
請
の
場
合
）

■
申
請
窓
口

　

下
館
年
金
事
務
所
、
市
役
所
市

民
課
又
は
各
支
所

■
納
付
猶
予
が
承
認
さ
れ
た
人
に

は
「
追
納
」
を
お
す
す
め
し
ま
す

　

納
付
猶
予
の
承
認
を
受
け
た
期

間
は
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た

と
き
に
比
べ
て
、
将
来
受
け
る
年

金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
が
、
猶

予
期
間
か
ら
10
年
以
内
で
あ
れ
ば

追
納
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
納
付
猶
予
の
承
認
を

受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算

し
て
３
年
度
目
以
降
に
保
険
料
を

追
納
す
る
と
、
当
時
の
保
険
料
額

に
経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が

上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

■
そ
の
他

　

一
般
申
請
免
除
や
失
業
特
例
制

度
も
あ
り
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問
下
館
年
金
事
務
所　
　
☎
25

−

０
８
２
９

　
市
民
課
（
本
庁
１
階
）
☎
24

−

２
１
０
１

　

所
得
が
少
な
い
又
は
失
業
な
ど

で
保
険
料
を
納
め
ら
れ
な
い
場
合

は
、
本
人
の
申
請
で
、
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。

■
過
去
２
年
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

申
請
が
で
き
ま
す

　

申
請
が
遅
れ
る
と
、
万
が
一
の

と
き
に
障
害
年
金
が
受
け
取
れ
な

い
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま
す
の
で
、

早
め
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

①
年
金
手
帳　

②
認
印
（
本
人
が

署
名
す
る
場
合
は
不
要
）
③
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
も
の

①
納
付
猶
予
申
請

　

50
歳
未
満
の
人
で
、
本
人
、
配

偶
者
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
、
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。
平
成
28
年
６
月
以
前

の
期
間
は
、
30
歳
未
満
で
あ
っ
た

期
間
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

②
学
生
納
付
特
例
申
請

　

学
生
で
、
本
人
の
前
年
所
得
が

一
定
額
以
下
の
場
合
に
、
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。




